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１．河川の水質環境基準（生活環境の保全に関する項目）

①ＢＯＤ等５項目

	類型
	利　用　目　的　の
適　　　応　　　性
	基　　　準　　　値

	
	
	水素イオン
濃　度
(ｐＨ)
	生物化学的
酸素要求量
(ＢＯＤ)
	浮遊物質量
(Ｓ　Ｓ)
	溶　存
酸素量
(ＤＯ)
	大腸菌群数

	ＡＡ
	水道１級、自然環境保全及びＡ以下の欄に掲げるもの
	6.5以上
8.5以下
	1mg/L
以下
	25mg/L以下
	7.5mg/L
以上
	　50MPN/100mL
以下

	Ａ
	水道２級、水産１級、水浴及びＢ以下の欄に掲げるもの
	6.5以上
8.5以下
	2mg/L
以下
	25mg/L以下
	7.5mg/L
以上
	1,000MPN/100mL

以下

	Ｂ
	水道３級、水産２級及びＣ以下の欄に掲げるもの
	6.5以上
8.5以下
	3mg/L
以下
	25mg/L以下
	5mg/L
以上
	5,000MPN/100mL
以下

	Ｃ
	水産３級、工業用水１級及びＤ以下の欄に掲げるもの
	6.5以上
8.5以下
	5mg/L
以下
	50mg/L以下
	5mg/L
以上
	－

	Ｄ
	工業用水２級、農業用水及びＥの欄に掲げるもの
	6.0以上
8.5以下
	8mg/L
以下
	100mg/L以下
	2mg/L
以上
	－

	Ｅ
	工業用水３級、環境保全
	6.0以上
8.5以下
	10mg/L
以下
	ごみ等の浮遊が認められないこと
	2mg/L
以上
	－


[image: image1.emf]評価方法
１　基準値は、日間平均値とする。

２　農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする。 

３　類型指定された水域におけるBODの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点におい

て、日間平均値の75％値が当該水域があてはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境　　　　　　基準を達成しているものと判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。

(注) 
１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全
　　
２　水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
　　 　 　    　〃 ２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
　　 　 　    　〃 ３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
　
３　水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用
　　 　 　    　〃 ２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用
　　 　 　   　 〃 ３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用
　
４　工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの
　　 　 　     　〃　　　２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
　　 　 　     　〃　　　３級：特殊の浄水操作を行うもの
　　
５　環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度
①水生生物の保全に関する項目
	類型
	水生生物の生息状況の適応性
	基　　　準　　　値

	
	
	全亜鉛
	ノニルフェノール
	直鎖アルキル

ベンゼンスルホン酸

及びその塩（ＬＡＳ）

	生物Ａ
	イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
	0.03mg/L

以下
	0.001mg/L

以下
	0.03mg/L

以下

	生物特Ａ
	生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
	0.03mg/L

以下
	0.0006mg/L

以下
	0.02mg/L

以下

	生物Ｂ
	コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
	0.03mg/L

以下
	0.002mg/L

以下
	0.05mg/L

以下

	生物特Ｂ
	生物A又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
	0.03mg/L

以下
	0.002mg/L

以下
	0.04mg/L

以下


評価方法　１　基準値は、年間平均値とする。
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２．審議経過

	
	開催日等
	審議事項

	令和４年度
第１回
環境審議会
	令和４年
６月８日
	○河川水質環境基準に係る類型指定について（諮問）

	第２回部会
	６月20日
	○府内河川の状況について
○類型指定の基本的な考え方について

	第３回部会
	８月29日
	○河川水質環境基準に係る類型指定案について

	令和４年
９月14日～10月13日
	「河川水質環境基準に係る類型指定改定（案）」に対する府民意見等の募集　（意見２件）

	第４回部会
	11月７日
	○府民意見等の募集結果について

○河川水質環境基準に係る類型指定について（部会報告案）




３． 水質部会委員

	氏　名
	役　　　職
	備　考

	岸本　直之
	龍谷大学教授
	部会長

	島田　洋子
	京都大学大学院准教授
	部会長代理

	益田　晴恵
	大阪公立大学特任教授
	

	以上　　環境審議会委員　　計３名

	中谷　祐介
	大阪大学大学院准教授
	

	原田　禎夫
	大阪商業大学准教授
	

	以上　　環境審議会専門委員　　計２名

	合　　計　　　　５名




４．河川水質環境基準に係る類型指定について（諮問）（写）


（評価方法）


　 １ 基準値は、日間平均値とする。


　 ２ 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量５mg/L以上とする。


　 ３ 類型指定された水域におけるＢＯＤの環境基準達成状況の年間評価については、当該水域の環境基準点において、日間平均


値の75％値が当該水域が当てはめられた類型の環境基準に適合している場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと


判断する。複数の環境基準点をもつ水域においては、当該水域内のすべての環境基準点において、環境基準に適合している


場合に、当該水域が環境基準を達成しているものと判断する。


（注）


１　自然環境保全：自然探勝等の環境保全


２　水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの


水道２級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの


水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの


３　水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用


水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用


水産３級：コイ、フナ等、β−中腐水性水域の水産生物用


４　工業用水１級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの


工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの


工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの


５　環境保全：国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
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